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◆　各地で代表者会議　夏から秋が勝負
　６月２１日の憲法改悪反対共同センターの第７回全国交流集会を受けて各地方で幹事団体会議、代表者会議、ブロック交流会議などが開かれ、この間の運動の到達点を確認するとともに、与党が派兵恒久法や憲法審査会の始動を臨時国会で画策しようとしている情勢のもとで、夏から年末にかけての運動を具体化しています。以下、報告のあった主な内容を掲載します。

■ 東京　10.11月を第二次憲法運動推進強化月間に設定
「憲法改悪に反対する東京共同センター」の幹事団体会議が７月１８日（金）に開催され、５月１５日から７月１５日まで２ケ月間取り組んできた「憲法運動推進強化月間」の総括をするとともに、今年１０、１１月を「第二次憲法運動推進強化月間」として取り組むことを決定しました。

　東京共同センターが集約した署名数は目標の１００万を突破。１０万筆を超えたのは東京土建、都教組、新婦人都本部で、中でも東京土建は４１万筆を達成し牽引車の役割を果たしました。支部・分会主催の学習会を開催して憲法を学び、１００筆以上をめざすチャレンジャーには９２５人が応募し、続々と目標を達成するなど、体制と意気込みが運動を大きくすすめました。

第二次憲法運動推進強化月間の重点は、情勢を攻勢的に切り開き、改憲策動を断念させるために、「憲法を守り生かす」草の根運動、「海外派兵恒久法」反対、「後期高齢者医療制度廃止法案」の衆議院可決、「日雇派遣禁止・働くルールの確立」などを運動の重点とし、憲法署名の150万筆達成をめざすこととし、そのために、①宣伝行動を旺盛に展開、②統一行動を設定して、すべての組織が地域行動に取り組む、③すべての地域で、「９の日宣伝」などの宣伝を定着させ「地域共同センター」の確立を図る。
行動日程としては、憲法運動推進会議（団体地域合同会議）を９月１２日（金）に開催し、１０月１６日（木）には独自の国会要請行動（団体・地域から参加）を行うことにしました。
■ 愛知　9/9全県いっせい宣伝　

愛知共同センターは７月２日、運営委員会を開催。「憲法を暮らしに生かすことが大切」と、住民の暮らしや仕事の切実な願いや要求をふまえ、長丁場のたたかいを展望したとりくみ強化しようと確認しました。

９月９日は、県内のあらゆる団体・地域・個人が「憲法９条を守ろう！」「憲法で動く日にしよう！」と、朝から夜まで駅頭やスーパー前などで宣伝・署名に全力をあげ、全県での憲法署名を大きく飛躍させるために、早朝・昼間・夕方の「全県いっせい宣伝」を呼びかけています。

■ 大阪　年内に府民過半数の２２０万筆めざす

大阪憲法会議・共同センターは、２６日(土)、今秋のたたかいの方向について意志統一をはかる代表者会議を開き、４０名の参加で中身の充実した会議となり、新テロ特措法の延長も武力行使恒久法制定も許さない歴史的な運動をすすめようとの決意を固めあう場となりました。

　とくに９月９日は、全駅（４００ヶ所）のターミナル宣伝を成功させること、１１月３日は全行政区で大規模な催し、集会、宣伝などを具体化すること、それらを９月１０日の出発集会に持ち寄り、この出発集会を節にして「９条の会」づくりと「府民過半数署名」の飛躍的前進をはかり、年内に府民過半数目標の50％(220万筆)をやりきる。「10万回、100万人」の憲法学習運動にとりくむことを確認しました。
■　兵庫　新婦人・西宮支部　憲法署名　女性有権者の5.7％

６月２８日、神戸・淡路、播州・但馬、阪神・丹波の３ケ所でいっせいにブロック交流会議が開催され合計120人が参加。２０１０年５月までに憲法擁護の県民過半数世論を創り出すための交流のなかでの発言を紹介します。

◎　新婦人西宮支部　　核廃絶と憲法署名

新婦人西宮支部は様々なとり組みを通じて平和を訴えています。６の日は雨でも署名に取り組んでいます。阪急と阪神の駅前は隔月で、核廃絶の署名と一緒に憲法署名をお願いしています。潮目がすっかり変わり、学生の反応が大きく中高生から元気をもらっています。こうした変化で元気をもらい新婦人の会員の中で署名行動が好きな人も増えています。今できる事は何か、しなければ平和は守れないと訴えています。
　核廃絶すみやか署名は８，７５１筆、憲法署名は１１，３２８筆（女性有権者比５．７％）。
　地域班に女性有権者比２０％をとろうと呼びかけ、１００筆チャレンジャーには一人やペアで登録してくれています。若い母親のリーダーがリズム小組で挑戦。井上ひさしさんの話をリズムのビラの裏に印刷して、目標達成したらチョコレートを食べる会をしています。１９日の新婦人の誕生日にこだわっている「ひいらぎ班」は２５人がチャレンジしています。
◎『JMIU日本トムソン労組』 1組合員20筆を突破

ＪＭＩＵ日本トムソン労組は、ＪＭＩＵ中央が憲法署名・組合員１人１０筆の目標を提起しているので、工場近くの住宅５００戸を２人ひと組、５～７組つくって全戸訪問を続けています。常々からこの住宅街の人々とは友好的で、組合事務所に届けてくれる方も。それで組合員１人２０筆まで到達しています。
■　長崎　派兵法反対の学習・宣伝・署名強化を確認
憲法改悪阻止長崎県共同センターは7月8 日、第7 回事務局団体会議をひらき、大塚孝裕事務局長が先の全国交流集会で報告された全国のさまざまな活動の経験を紹介。あわせて、県共同センターの「憲法月間」の教訓をのべ、「憲法署名」が約４５０００ 筆（6 月末）に達していると報告しました。当面の取り組みとして、「自衛隊イラク派兵違憲判決」や「海外派兵恒久法」の学習と行動の推進、宣伝・署名活動の強化を確認しました。
◆ 神奈川　労組が団地訪問
全国一般と神奈川地区労連の団地訪問憲法署名行動は、１週間前に署名用紙と「お願い文」を１３００戸全戸に事前配布し３１日に訪問回収する取り組みでしたが、5月３０日までに２６通・６０筆が返送されてくる反応の良さ。当日は２７名が参加し戸別訪問。「訪問すると男の人が出てきて財布の中にしまっていた署名用紙を出して渡してくれた」「『雨の中ごくろうさま』の反応に励まされた」「在宅率は半分程度だったが、ドァを開け話を聞いてくれたらほぼ署名してくれる好反応」「ピースボートに２回乗ったと言う人が署名し、『９条の会にも入りますよ』と」、「頑張れば変る“潮目”の時を今日の反応の良さで実感した」など参加者の元気な感想がよせられました。回収した署名は事前集約分含め２７９筆。その後も毎日返送され3日現在３２０筆となっています。

　短信･ホットライン　
■ 憲法会議　8/31「2008年憲法講座」
＊日　時　　8月31日(日)午後1時～午後5時
＊会　場　　明治大学駿河台キャンパス・リバティホール
　　　　　(ＪＲ・地下鉄「お茶ノ水駅」下車2分、地下鉄「新御茶ノ水駅」下車5分)　
＊第一講座　　日米同盟の新段階と日本国憲法
　　　　　　　　　講師：吉岡　吉典(元参議院議員)
＊第二講座　　今日の政治情勢の特徴と改憲策動
　　　　　　　　　講師：渡辺　治(一橋大学教授)
＊特別報告　　臨時国会をめぐる情勢
　　　　　　　　　講師：日本共産党国会議員団
＊参加費　資料台として1,000円(学生500円) 　先着順
＊申込み　電話・FAX・メール
＊申込先　憲法会議　電話03-3261-9007　FAX03-3261-5453
＊主　催　憲法会議・東京憲法会議・千葉憲法会議・神奈川憲法会議・埼玉憲法会議
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